
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

渡り鳥の本格的な飛来シーズンが始まります 

鳥インフルエンザ発生予防対策を強化しましょう！ 

 

 

野鳥、ねずみ等の野生動物の侵入防止！ 
 壁、金網、防鳥ネット等を点検し、破損がある場合は修繕する 

 家きん舎周囲を整理整頓し、野生動物の隠れ場所を作らない 

人や車両を介したウイルスの持ち込み防止！ 

 車両については農場の出入口で入念に消毒する 

 家きん舎に入るときには、手指及び長靴を消毒する 

 家きん舎専用の衣服、長靴を使用する 

 千葉県で採取された野鳥の糞便から、今季初めて低病原性鳥インフルエンザウイル

ス（Ｈ７亜型）が検出されました。また、韓国でも野鳥の糞便から本病ウイルス（Ｈ５

亜型）が確認されており、我が国の家きん飼養農場への侵入リスクが高まっています。 

家きん飼養者の方々は、これまで以上に念入りな飼養家きんの健康観察を行い、異状

が見られた場合は、早期通報を行うようお願いします。 

また、特に以下の点の点検・確認をお願いします！ 
 

 

本病を疑うような症状、家きんの異状を発見したら、 

すぐに家畜保健衛生所へご連絡下さい！ 

 1 日の死亡率が過去 3 週間の平均の 2 倍以上となった場合 

 5 羽以上がまとまって死亡している場合 

 鶏冠・肉垂等の青紫色化、沈うつ、産卵率の低下がみられた場合 

連絡先：つがる家畜保健衛生所  ０１７３-４２-２２７６ 
（土日休日緊急用携帯    ０９０-８７８８-７４５９） 

とさかと肉冠のチアノーゼ 

写真：動衛研ＨＰより 

我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエンザウイルスが 

人に感染した事例は報告されていません。 
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